
 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥羽市都市マスタープラン（案） 
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都市計画マスタープランとは  
鳥羽市都市マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2 に定められる「市町村の都市計画に

関する基本的な方針」のことで、上位計画である「鳥羽市総合計画」、「三重県都市計画区域マ

スタープラン」などを踏まえて、長期的な視点から都市の将来像を示し、土地利用や道路、公園

といった都市施設等の基本的な方針を定めたものです。 

 

目標年度及び対象区域 
都市マスタープランは、都市計画区域を計画対象とすることが基本ですが、本計画において

は、市域における一体的かつ総合的なまちづくりを推進するため、都市計画区域外を含む市全

域を計画対象とします。 

計画の目標年次は、概ね 20 年後のまちの姿を展望しつつ、10 年後の令和 16 年（2034 年）と

します。 

 

都市づくりの主要課題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）優れた自然と地域風土に培われ

た豊かな地域資源の保全と活用 

１）自然環境の保全 

２）固有の歴史風土が感じられる美しいまち

づくり 

⇒鳥羽駅周辺（中心市街地～鳥羽港佐田浜

地区）の(再)整備 

⇒海女文化に代表される漁村集落の景観保

全 

３）ゼロカーボンシティの推進 

（２）交流環境の向上と地域産業の

持続的成長 

１）誰もが利用しやすい賑わいあるまちの顔づ

くり（観光業＋広域商業） 

⇒鳥羽駅周辺（中心市街地～鳥羽港佐田浜

地区）の(再)整備 

２）漁業の維持・強化（漁業） 

３）日常的な買い物環境の整備（地域商業） 

４）産業拠点の充実（工業） 

（３）質の高い快適な生活環境の確保 

１）コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり 

⇒まちの機能の集約と移動手段の確保 

～鳥羽市らしい「コンパクト・プラス・ネット

ワーク」の実現～ 

２）道路ネットワークの構築及び機能向上 

３）海・河川の水質保全 

⇒生活排水処理の推進 

（４）災害に強い強靭なまちの形成 

１）強靭な市街地の形成 

⇒災害への対応①  

～現在の市街地の防災性向上～ 

２）災害に強い都市構造の構築 

⇒災害への対応②  

～長期的視点での災害に強い都市構造の

構築～ 

３）復興事前準備の充実 

⇒災害への対応③  

～復興事前準備の充実～ 

※赤字：重点課題 
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都市の将来像 
 

 

 

 

将来の都市構造 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

誰もがキラめく鳥羽 海の恵みがつなぐ鳥羽 
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将来都市構造図 
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土地利用の方針 
【市街地の区域】 

都市計画区域を中心に、市街地を形成している区域、およびその周辺の市街化が見込まれる

区域 

地区名 方針 

商
業
地 

広域商業地区 

・多様な都市機能の集積を強化し、土地の高度利用を推進 

・観光活性化に重点的に取組む港湾として、集客拡大や受け入れ環境

の向上 

・長期にわたり放置されている空きビル等の解消 

・商業地域または近隣商業地域の用途地域の指定を維持 

歴史・文化 

商業地区 

・地域特性との調和に留意した都市基盤施設の充実 

・中心市街地の再生をめざし、空き家や空き地の有効活用 

・魅力ある飲食・店舗の立地誘導や散策・回遊できる環境整備 

・歴史的な建造物の保全と活用、まち並み景観の魅力向上 

観光商業地区 ・宿泊施設など観光商業機能を維持 

住
宅
地 

商業・業務 

住宅地区 

・既存施設の利用を促進する環境整備 

・医療・福祉、コミュニティなど多様な都市機能の強化 

・既存大型商業施設が維持されるように、関係機関と調整 

専用住宅地区 ・良好な住環境を保全 

一般住宅地区 

・商業・業務等との調和に留意しながら住環境を保全 

・秩序ある沿道景観を形成しつつ、商業・業務施設等を誘導（国道 42

号・167号沿い） 

工
業
地 

工業地区 ・景観等にも配慮しつつ、工業の利便の増進 

港湾地区 ・港湾機能を維持強化するとともに、物流機能等の維持増進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土地利用方針図 

【市街地】 
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【市街地外の区域】 

都市計画区域内で、上記の市街地に含まれない区域、及び都市計画区域外の区域 

地区名 方針 

市
街
地
外
の
区
域 

農漁村・集落

地区 

・営農環境保全、必要に応じて特定用途制限地域の活用（農村集落） 

・必要に応じて特定用途制限地域の活用（漁村集落） 

・漁村の生活環境の維持・向上 

・営農環境の保全に努めつつ、生活環境の維持・向上（市街地に隣接

して農地等が散在する集落） 

工業地区 ・周辺環境・景観との調和に配慮しつつ企業誘致を推進 

農林振興保全

地区 

・効果的・効率的な農地利用を推進 

・森林機能の充実 

自然景観緑地

地区 

・自然景観緑地地区として位置づけ、その保全・活用 

・自然景観をとどめていない区域については、緑化の促進 

自然環境保全

地区 

・優れた自然環境や美しい自然景観を保全するとともに、自然とふれ

あうレクリエーションの場として活用 

観光・レクリエ

ーション地区 

・個性的な観光・レクリエーション機能の充実 

・景観を損ねる廃屋の撤去、宿泊施設や観光施設におけるワーケーシ

ョン設備の整備を推進 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土地利用方針図【全域】 



 

- 6 - 

道路・公共交通の方針 
 

道
路
の
方
針 

① 広域アクセスを強化する主要幹線

道路（高規格道路）の整備 

② 地域間連携強化を図る幹線道路

等の整備 

③ 市街地等の骨格を形成する幹線

道路等の整備 

④ 離島と本土の連携強化を図る幹

線道路等の整備 

⑤ 生活道路の整備 

⑥ 快適な道路空間の整備 

⑦ 駐車場の確保 

 

公
共
交
通
の
方
針 

① 公共交通の一体的な取組み 

② 公共交通のバリアフリー化の促進 

③ かもめバスの利便性の向上 

④ 鉄道サービスの充実 

⑤ 海上交通の利便性の向上 

⑥ 港湾機能の強化 

⑦ 交通に頼らない暮らしを支えるサ

ービスの充実と利用促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

道路・公共交通の方針図 
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公園・緑地の方針 
 

公
園
・
緑
地
の
方
針 

① 利用しやすい安全・安心な公園等の確保 

② 鳥羽港佐田浜地区周辺における交流の場の活用 

③ 都市計画公園の見直し 

④ 遊歩道の整備 

⑤ 公共施設における緑化の推進 

⑥ 協働による緑化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園・緑地の方針図 
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生活排水処理・河川・雨水排水の方針 
 

生
活
排
水
処
理
の
方
針 

① 下水道の適正な維持管理 

② 合併処理浄化槽の設置促進と汚

泥の再利用 

③ 家庭でできる生活排水対策の促

進 

 河
川
・
雨
水
排
水
の
方
針 

① 河川改修等の促進 

② 河川環境の保全・復元 

③ 雨水排水施設の維持・整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生活排水処理・河川・雨水排水の方針図 
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その他公共施設の方針 
 

そ
の
他
公
共
施
設
の
方
針 

① 交流施設の整備・充実 

② 教育施設の維持管理と充実 

③ 計画的な上水道施設の改善 

④ 環境施設の適正な管理・運営 

⑤ 一般廃棄物処理施設等の維持 

⑥ 火葬場の維持 

⑦ 都市計画墓園の見直し 

⑧ 漁港施設の維持 

⑨ 公共施設のバリアフリー化の推進 

⑩ 多様な主体との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

その他公共施設の方針図 
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市街地・住宅地の方針 
 

市
街
地
の
方
針 

① 広域交流拠点の整備 

② 歴史・文化拠点の市街地環境の

向上 

③ 市民生活拠点の環境の充実 

④ 産業拠点の充実 

 
住
宅
地
の
方
針 

① 住宅団地の再生 

② 魅力ある居住環境の維持・向上 

③ 子育て世代や高齢者等が住み良

い住宅の確保 

④ 市営住宅の適正な管理 

⑤ 空き家・空き地の解消 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市街地・住宅地の方針図 
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地域環境・景観形成の方針 
 

地
域
環
境
の
方
針 

① 自然環境の保全 

② 自然、歴史・文化的遺産の活用 

③ 環境と調和した産業の育成 

④ 市民協働による環境保全の取組

み 

 景
観
形
成
の
方
針 

① 鳥羽らしい景観の保全と魅力強

化 

② 良好な景観形成へ向けてのルー

ルづくりと協働の取組みの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域環境の方針図 
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景観形成の方針図 
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都市防災の方針 
 

都
市
防
災
の
方
針 

① 災害に強いまちづくりの推進 

② 災害予防対策の強化 

③ 災害応急体制の強化 

④ 防災意識の啓発 

⑤ 長期的視点での都市構造の再編 

⑥ 復興事前準備の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市防災の方針図 
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鳥羽第１地区（鳥羽一丁目～四丁目、小浜町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥羽第２地区（堅神町、池上町、屋内町） 
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安楽島地区（安楽島町、高丘町、大明東町、大明西町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加茂第１地区（鳥羽五丁目、幸丘、船津町、若杉町） 
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加茂第２地区（岩倉町、河内町、松尾町、白木町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

長岡地区（相差町、国崎町、畔蛸町、千賀町、堅子町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

鏡浦地区（石鏡町、浦村町） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

離島地区（桃取町、答志町、菅島町、神島町、坂手町） 
 

 


